
王
維

「
宋
進
馬
哀
辞
」

考

後
漢
末
期
に
文
体
と
し
て
確
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
哀
辞
は
、
も

と
も
と
諒
と
は
異
な
っ
て
成
人
の
死
者
を
対
象
と
せ
ず
、
夫
逝
者
を

対
象
と
し
て
哀
悼
の
意
を
捧
げ
る
韻
文
の
一
懇
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が

歳
代
以
降
、
次
第
に
訴
と
の
区
別
を
失
っ
て
ゆ
く
。
明
の
呉
一
部
(
一

三
七
二

i
…
四
五
七
)
の
吋
文
章
弁
体
い
は
、
韓
愈
(
七
六
八
!
八
二

部
)
と
榔
宗
一
見
(
七
七
一
一
一
1
1
八
一
九
)
に
つ
い
て
、
「
或
日
諜
欝
、
或

日
哀
僻
、
市
名
不
問
。
」
(
或
い
は
諒
辞
と
臼
い
、
或
い
は
哀
辞
と
臼
い

ひ
と

て
、
名
問
し
か
ら
ず
。
)
と
指
摘
す
る
。
確
か
に
韓
愈
の
「
欽
揚
生
哀

辞
」
の
対
象
と
な
っ
た
欧
揚
擦
は
、
一
口
子
年
四
十
余
、
柳
宗
一
γ

ん
の
「
楊

氏
子
承
之
哀
辞
」
も
成
人
を
対
象
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
呉
訴
は

言
及
し
な
い
が
、
唐
代
に
お
い
て
は
王
維
(
六
九
九
i

七
五
九
)
に

も
「
宋
進
馬
表
辞
」
が
あ
る
。
か
つ
て
こ
の
哀
辞
に
つ
い
て
、
以
下

の
よ
う
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

後

藤

秋

正

庸
代
に
は
王
維
の
「
宋
進
馬
哀
辞
」
(
吋
主
右
丞
集
」
巻
二
七
)

が
あ
る
。
宋
湧
の
子
で
あ
る
宋
進
馬
の
年
齢
は
不
詳
だ
が
、
こ
の

哀
辞
に
は
「
ハ
従
来
を
識
ら
ず
、
根
中
に
五
口
が
児
を
見
、
ず
」
、
「
朱
戸

ひ
ら

を
隠
い
て
華
軒
を
望
め
ば
、
斯
の
子
の
門
に
候
っ
か
と
意
う
」
の

匂
が
あ
る
の
で
、
年
少
者
を
対
象
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
拙
論
を
発
表
し
た
あ
と
で
、
陳
鉄
民
「
王
維
集
校
注
」

(
中
華
晶
一
一
回
局
、
一
九
九
七
。
以
下
、
立
校
注
い
と
略
称
)
が
出
版
さ
れ
た
。

「
校
注
い
に
は
、
「
宋
進
馬
哀
辞
」
に
つ
い
て
も
詳
細
な
注
が
施
さ
れ

て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
撰
述
の
対
象
が
確
認
で
き
る
な
ど
、
拙
論

の
指
掃
に
は
哀
辞
の
引
用
部
分
の
理
解
も
含
め
て
、
誤
認
が
あ
る
こ

と
に
気
づ
か
さ
れ
た
。
そ
こ
で
「
校
注
』
な
ど
を
参
照
し
つ
つ
、
改

め
て
「
宋
進
馬
哀
辞
」
を
取
り
あ
げ
、
こ
の
哀
辞
の
特
実
に
つ
い
て

考
察
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
い
。
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は
、
宋
進
馬
な
る
人
物
に
関
す
る
資
料
と
し
て
、
一
九

西
安
南
郊
の
新
関
門
村
で
出
土
し
た
西
安
碑
林
現
蔵
の
練

「
唐
故
殿
中
省
進
馬
宋
応
墓
誌
銘
」
を
引
い
て
い
る
。
撰
者

の
太
常
博
士
陳
章
構
に
つ
い
て
の
記
事
は
荷
冨
開
設
乏
に
は
見
え

ず
、
吋
元
和
姓
纂
~
巻
一
一
一
に
は
、
「
太
常
簿
土
際
章
南
、
江
陵
人
。
」

と
比
一
一
向
う
。
門
会
麿
文
い
巻
一
一
一
百
七
十
三
の
小
伝
に
は
、
手
間
中
薦
、
開
一
冗

中
進
士
。
い
と
の
み
あ
っ
て
、
「
与
吏
部
孫
員
外
措
一
…
回
」
「
老
州
糾
一
曹
庁

捜
詑
」
日
仰
先
生
碑
」
の
一
一
一
篇
を
載
せ
る
。
こ
の
う
ち
「
与
吏
部
孫

員
外
食
肉
」
に
は
、
「
僕
一
一
臥
嵩
郎
二
十
銭
載
。
」
(
僕
一
た
び
寵
郎
に

臥
す
る
こ
と
二
十
余
載
。
)
と
一
一
一
一
向
う
か
ら
、
進
士
登
第
以
前
に
は
中
岳

践
山
に
い
た
ら
し
い
。
な
お
、
高
適
に
は
、
ム
つ
は
亡
供
し
て
し
ま
っ

た
棟
輩
南
撰
の
「
史
興
槻
」
を
克
て
作
っ
た
詩
「
間
観
陳
十
六
史
輿

碑
並
序
い
が
あ
っ
て
、
そ
の
序
文
に
は
、
「
楚
人
棟
章
南
端
脇
毛
詩
間

作
史
興
伴
、
選
向
凶
潟
末
、
治
乎
惰
季
、
善
悪
不
際
、
護
開
制
風
之
流
。
」

(
楚
人
陳
章
南
毛
詩
を
継
ぎ
て
史
興
仰
を
作
り
、
速
く
局
来
よ
り
、
精

お
よ

季
に
治
ぷ
、
善
悪
隠
さ
ざ
る
は
、
蓋
し
国
風
の
流
れ
な
り
。
)
と
一
一
一
回
っ
て

い
る
し
、
さ
ら
に
は
越
明
誠
ヌ
…
引
T
G
録
い
巻
七
に
、
「
唐
七
組
堂
砕
、

練
章
潟
撲
、
初
需
然
行
書
、
天
費
十
戟
四
月
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、

「
唐
七
観
堂
碑
」
も
撰
し
て
い
る
か
ら
、
彼
に
は
斜
文
撰
述
の
才
能

五

の
あ
る
こ
と
が
当
時
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
王
維
が
哀
辞
を
撰
述
し
た
背
景
を
知
っ
て
お
く
た
め
に

も
、
こ
の
墓
誌
銘
の
概
略
を
見
て
お
こ
う
。
墓
誌
銘
の
部
分
は
一
行

二
十
字
で
全
十
九
行
。
冒
頭
に
は
「
麗
故
殿
中
省
進
馬
宋
公
墓
一
誌
銘

弁
序
太
常
簿
士
陳
章
甫
撰
」
と
あ
る
。
た
だ
し
拓
片
の
写
真
版
で

は
、
最
終
行
の
銘
文
の
前
半
は
摩
滅
が
甚
だ
し
く
て
判
読
で
き
な

ま
ず
、
宋
進
馬
は
、
名
は
応
、
字
は
用
之
。
卒
し
た
の
は
玄
宗
の

天
宏
十
四
載
(
七
五
五
)
四
月
八
日
の
こ
と
で
あ
る
。
享
年
十
九
と

い
う
か
ら
、
生
年
は
関
元
二
十
五
年
(
七
三
七
)
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
祖
先
は
広
平
(
河
北
省
鶏
沢
県
)
の
人
。
宋
応
は
幼
少
時
か
ら

才
能
を
発
揮
し
た
ち
し
い
。
序
文
に
は
常
套
的
な
表
現
で
は
あ
る

が
、
「
附
腕
雛
純
子
飛
、
論
陣
章
初
勝
。
見
者
驚
異
、
知
非
常
見
。
」
(
鶴
雛

に
し
て
飛
ぶ
こ
と
を
学
び
、
予
章
に
し
て
初
め
て
弁
つ
。
見
る
者
は
驚
府
民

し
、
常
兜
に
非
ざ
る
を
知
る
。
)
と
一
一
一
一
向
う
。
曾
祖
父
の
敬
は
博
一
千
郡
堂

島
県
(
山
東
省
冠
泉
)
の
尉
、
祖
父
の
均
は
臨
准
郡
(
江
蘇
省
好
始

県
)
の
太
守
で
あ
っ
た
。
父
の
受
は
朝
議
大
夫
・
中
昔
前
舎
人
で
あ
っ

た
が
、
{
木
応
が
ふ
ハ
裁
で
あ
っ
た
天
宝
元
年
(
七
回
ニ
)
に
、
監
察
御

史
か
ら
桂
陽
(
広
東
省
連
燥
)
の
尉
に
夜
競
さ
れ
た
。
家
族
と
と
も

に
父
の
任
地
に
行
っ
た
宋
応
は
こ
こ
で
病
気
に
な
り
、
彼
は
快
癒
し

た
が
、
身
代
わ
り
に
な
る
こ
と
を
祈
願
し
た
母
の
李
夫
人
は
亡
く
な
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っ
た
。
そ
の
後
、
父
は
大
理
評
一
畿
二
撰
監
察
側
仰
史
と
し
て
中
央
に
復

帰
す
る
が
、
そ
の
帰
途
に
、
己
破
で
暴
風
に
遭
っ
て
乗
船
が
破
損

し
、
「
父
子
四
人

ι
と
帰
葬
す
る
李
夫
人
の
神
枢
は
辛
う
じ
て
助
か

っ
た
と
い
う
。
宋
応
は
二
度
に
わ
た
っ
て
死
地
を
脱
し
た
こ
と
に
な

る
。
宋
応
が
殿
中
省
進
馬
の
地
位
に
就
い
た
の
は
死
の
前
年
の
こ
と

で
あ
る
。
進
路
と
い
う
官
職
に
つ
い
て
は
、
吋
新
唐
帯
一
…
闘
い
巻
四
十
七
、

百
官
志
二
、
殿
中
省
の
条
に
、

遊
底
五
人
、
正
七
日
間
よ
。
掌
大
陳
設
。
戎
践
執
鞭
、
一
出
立
杖
馬

之
左
、
競
馬
進
退
。
天
資
八
載
、
罷
南
街
立
伎
潟
、
省
進
潟
。
十

二
載
復
援
、
乾
一
見
後
又
省
、
大
賢
十
四
年
復
。

進
馬
五
人
、
正
七
品
上
。
大
際
設
を
掌
る
。
戎
服
し
て
鞭
を
執

り
、
伎
馬
の
左
に
居
立
し
、
潟
の
進
退
を
視
る
。
天
宝
八
載
、
高

衝
に
杖
馬
を
立
つ
る
を
罷
め
、
進
馬
を
省
く
。
十
二
裁
復
た
霞

き
、
乾
元
の
後
又
省
く
。
大
騒
十
四
年
復
す
。

と
一
一
一
一
問
う
。
儀
伎
を
掌
る
官
で
あ
っ
て
実
質
的
な
権
限
は
な
い
。
宋
応

が
威
寧
県
一
(
挟
西
省
西
安
市
〉
延
輿
門
外
の
龍
首
郷
に
あ
る
墓
所
に

埋
葬
さ
れ
た
の
は
、
亡
く
な
っ
た
月
の
十
一
自
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

墓
誌
に
は
「
権
獲
」
と
あ
る
か
ら
、
父
の
宋
開
立
に
は
い
ず
れ
は
祖
先

の
填
慕
の
地
で
あ
る
広
平
に
帰
葬
す
る
意
図
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
宋
応
は
穀
熟
県
(
河
南
省
商
丘
県
)
の
尉
で
あ
っ
た
詑
揚
の
麗

斉
曾
の
女
を
繋
っ
て
お
り
、
一
女
子
が
残
さ
れ
た
。
墓
誌
に
は
、
父

の
悲
哀
を
述
べ
て
、
平
均
人
感
此
恕
辛
之
情
、
載
傷
存
波
之
昔
、
情

投
(
徳
比
芳
革
、
貌
如
環
枝
、
品
一
一
同
念
斯
入
、
突
殆
過
態
。
」
(
舎
人
此

の
毅
辛
の
常
に
感
じ
、
戦
ち
存
没
の
苦
を
傷
み
、
其
の
認
の
芳
革
に
比

し
、
貌
の
韓
校
の
如
き
を
惜
し
む
、
一
一
一
一
向
に
斯
の
人
を
念
い
、
突
す
る
こ
と

ほ
と
ん

殆
ど
礼
に
過
ぐ
。
〉
と
一
一
一
一
向
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
父
の
宋
笠
の
事
跡
に
つ
い
て
も
確
認
し
て
お
こ
う
。
彼
の

一
事
跡
は
両
吋

J

凶
間
帯
一
一
闘
い
に
断
片
的
広
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
市
山
唐

い
巻
一
百
六
、
楊
鼠
忠
伝
に
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

鴎
忠
之
議
翰
林
勝
十
土
張
漸
・
繁
華
、
中
書
舎
人
宋
豆
、
吏
部
郎

中
鄭
間
却
、
窓
感
忠
之
勢
、
招
来
賂
選
、
車
馬
盈
門
、
財
貨
山
積
。

及
留
忠
敗
、
皆
坐
詠
滅
。
其
新
喪
主
室
、
倶
一
時
之
診
気
江
戸
m
。

思
忠
の
党
の
翰
林
学
士
張
漸
・
譲
華
、
中
室
田
舎
人
宋
豆
、
吏
部

部
中
鄭
昂
は
、
霞
忠
の
勢
に
懇
り
、
賂
遺
を
招
来
し
、
車
馬
は
門

に
盈
ち
、
財
貨
は
山
積
す
。
国
忠
の
敗
る
る
に
及
び
、
皆
な
坐
し

て
諒
滅
せ
ら
る
。
笠
(
の
王
室
を
新
喪
す
る
は
、
倶
に
一
時
の
診
気

な
り
。
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こ
の
一
記
事
に
よ
る
と
、
宋
豆
は
揚
留
忠
の
一
党
で
あ
っ
た
た
め
に

国
忠
の
死
後
に
詠
殺
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
号
制
震
書
」

巻
二
百
六
の
楊
国
忠
伝
に
よ
れ
ば
、
彼
の
死
は
他
の
人
々
の
そ
れ
と

は
若
干
事
情
を
異
に
し
て
い
る
。

其
宮
市
翰
林
間
学
士
張
漸
、

中
毒
舎
人
宋
豆
、
吏
部
郎
中
鄭



昂
、
倶
走
山
谷
、
民
争
其
紫
、
富
坪
鴎
忠
。
思
品
開
燃
費
産
、
務
入

都
、
矯
鋭
兵
所
殺
、
鈴
坐
談
。

並
(
の
党
の
翰
林
学
士
張
新
・
翠
輩
、
中
掛
一
一
田
舎
人
宋
豆
、
吏
部
部

に

た

カ

ら

中
鄭
昂
は
、
倶
に
山
谷
に
走
げ
、
民
其
の
紫
を
争
う
に
、
富
は

ひ
と

閤
忠
に
持
し
。
笠
資
産
を
恋
い
て
、
窃
か
に
都
に
入
り
、
乱
兵

の
殺
す
所
と
為
り
、
余
も
坐
し
て
諒
せ
ら
る
。

自
宅
に
残
し
た
、
賄
賂
に
よ
っ
て
蓄
積
さ
れ
た
莫
大
な
財
産
に
拘

泥
し
て
引
き
返
し
た
た
め
に
乱
兵
に
殺
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
宋
笠
は
清
廉
潔
白
な
人
物
と
し
て
は
描

か
れ
ず
、
権
勢
に
煽
び
る
物
欲
過
多
な
人
物
と
さ
れ
て
い
る
。
い
ず

れ
に
し
て
も
宋
笠
が
死
ん
だ
の
は
、
玄
宗
が
窃
へ
逃
れ
る
途
中
、
馬

鬼
一
札
で
埼
l
M
忠
ら
が
殺
さ
れ
た
天
宝
十
五
載
(
七
五
六
)
六
月
か
ら

そ
れ
ほ
ど
経
っ
て
い
な
い
時
期
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
主
維
が
「
宋
進
馬
表
辞
」
を
撰
述
し
た
の
は
、
宋
患
が
乱
兵
に

役
さ
れ
る
前
年
の
こ
と
に
な
る
。
玉
維
が
宋
豊
か
ら
哀
辞
の
撰
述
を

委
側
刑
さ
れ
た
の
は
、
中
審
省
の
舎
人
で
あ
っ
た
宋
畏
と
天
安
十
四
載

に
門
下
省
の
給
事
中
で
あ
っ
た
王
維
と
の
、
詔
勅
を
め
ぐ
る
職
務
上

の
関
係
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
護
接
的
な
交
流
を
示
す
資

料
は
何
一
つ
残
さ
れ
て
い
な
い
。

さ
て
、
宗
広
は
い
は
こ
の
墓
誌
銘
に
よ
っ
て
、
宋
進
潟
を
朝
議
大

夫
・
中
審
舎
人
で
あ
っ
た
宋
笠
の
子
で
あ
る
宋
応
で
あ
る
と
み
な
し

て
い
る
。
こ
れ
は
も
と
よ
り
妥
当
な
見
解
で
あ
ろ
訂
。

つ
い
で
、
「
宋
進
馬
哀
辞
」
の
序
文
を
見
ょ
う
。

宋
準
馬
者
、
中
書
舎
人
宋
公
之
子
也
。
公
無
弟
兄
、
子
一
荷

己
。
文
別
有
一
般
、
徳
・
亦
散
w
円
。
忽
疾
一
候
…
逝
、
撃
不
及
親
。
宋
公
哀

之
、
他
人
悲
之
。
故
露
詞
臼
、

宋
進
馬
は
、
中
書
舎
人
宋
公
の
子
な
り
。
公
弟
兄
無
く
、
子

一
な
る
の
み

Q

文
は
別
ち
種
有
り
。
徳
も
亦
惟
れ
肖
た
り
。
忽
ち

た
ち
ま

疾
み
て
後
ち
逝
く
、
震
も
視
る
に
及
ば
ず
。
{
木
公
は
之
を
哀
し

み
、
他
人
も
之
を
悲
し
む
。
故
に
-
認
を
為
り
て
臼
く
、

墓
誌
に
も
宋
応
が
重
病
に
か
か
っ
た
が
一
命
を
と
り
と
め
た
こ
と

が
克
え
て
い
た
の
以
下
適
宜
、
換
韻
し
て
い
る
笛
所
ご
と
に
区
切
っ

て
本
文
を
見
て
ゆ
く
。

背
春
渉
夏
守
、
衆
木
菊
以
繁
陰
、
蓮
金
華
血
(
玉
堂
守
、
宮
間
一
欝

並
(
沈
沈
。
百
官
詑
入
今
、
何
語
笑
之
唖
位
、
君
溺
静
歎
以
傷
心
。

春
に
背
き
て
一
度
に
渉
り
、
衆
木
は
藷
と
し
て
以
て
繁
陰
あ
り
、

金
華
と
玉
堂
と
を
連
ね
、
{
呂
関
は
欝
と
し
て
其
れ
沈
沈
た
り
。
百

官
並
び
入
り
、
何
ぞ
語
笑
の
極
陸
た
る
、
君
独
り
静
黙
し
て
以

て
傷
心
す
。:

渉
:
:
:
い
と
い
う
表
現
は
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に
何
例
か
見
え
て



お
り
、
橋
岳
「
関
恕
賦
」
に
も
、
「
若
乃
背
各
渉
春
、
陰
謝
陽
施
。
」

(
乃
ち
冬
に
背
き
て
春
に
渉
り
、
桧
謝
り
て
陽
施
す
が
若
し
。
)
と
あ
る
。

「
金
華
」
と
「
玉
堂
」
は
、
漢
の
長
安
の
未
央
宮
に
あ
っ
た
宮
殿
の

名
。
斑
関
「
西
都
賦
」
に
、
「
金
華
・
玉
堂
、
白
虎
・
麟
麟
、
一
極
字

若
竹
郎
、
不
可
制
州
論
。
」
(
金
悲
・
玉
堂
、
出
虎
・
麟
鱗
、
一
民
字
詰
の
若

く
、
殉
く
は
論
ず
る
べ
か
ら
ず
。
)
と
一
言
う
。
「
，
mm邸
」
は
、
談
笑
す
る

声
。
宮
川
易
い
震
卦
に
、
「
護
、
亨
。
:
:
:
笑
一
一
一
同
盟
限
。
」
(
援
は
、
亨

る
。
:
:
:
笑
言
問
問
た
り
。
)
と
あ
る
。
「
静
黙
」
は
、
声
を
た
て
ず

に
ひ
っ
そ
り
と
し
て
い
る
こ
と
。
吋
楚
辞
い
九
章
・
情
請
に
、

退
静
獣
市
莫
余
知
分
退
き
て
静
黙
す
れ
ば
余
を
知
る
英
く

進
枕
呼
又
英
一
世
間
進
み
て
号
呼
す
れ
ど
も
又
一
告
を
開
く
葵
し

と
あ
る
。
こ
の
段
落
は
、
夏
が
お
と
ず
れ
て
緑
濃
く
な
っ
た
朝
廷

で
、
他
の
百
震
と
は
異
な
り
、
悲
し
み
に
沈
み
な
が
ら
職
務
に
従
う

宋
畏
の
姿
を
摘
出
す
る
。

革
主
一
一
一
日
分
不
得
齢
、
裁
悲
滅
忠
分

J

少
時
。
僕
夫
命
駕
号
、
出
関

関
歴
蓮
達
。

お
さ

王
一
一
一
一
口
を
草
し
て
辞
す
る
を
得
ず
、
悲
し
み
を
裁
え
患
い
を
滅
、
ず

る
こ
と
少
時
。
僕
夫
に
駕
を
命
じ
、
問
問
問
よ
り
出
で
て
通
達
を
歴

た
り
。

は
、
の
一
言
葉
。
こ
こ
は
一
詔
勅
の
類
を
二
一
一
向
う
。
室
田

高
警
・
戚
有
一
徳
に
、
「
大
哉
王
一
一
一
一
向
。
」
(
大
い
な
る
か
な
王
の

と
一
一
一
一
問
う
。
騎
代
の
中
審
舎
人
の
職
務
に
関
し
て
は
言
明
六
典
い

巻
九
に
、
ぺ
中
審
舎
人
中
ハ
入
、
正
五
品
上
。
」
と
あ
り
、
次
の
よ
う
に

説
明
さ
れ
て
い
る
。

掌
侍
奉
選
奏
、
参
議
表
章
。
凡
認
言
及
蜜
骨
一
一
で
崩
命
、
皆
按
血
(

故
起
草
進
議
。

進
奏
に
侍
奉
し
、
表
意
に
参
議
す
る
を
掌
る
。
凡
そ
詔
言
及
び

翠
書
・
冊
命
、
皆
な
典
故
を
按
じ
て
起
草
・
進
習
す
。

「
関
関
」
は
、
漢
の
建
輩
宮
の
正
門
の
名
だ
が
、
こ
こ
は
借
り
て

長
安
の
宮
城
の
正
門
を
一
一
一
一
向
う
。
「
通
達
」
は
、
四
方
に
通
ず
る
大
通

り
。
謝
霊
運
「
君
子
有
所
思
行
」
に
、

密
親
麗
華
苑
密
親
事
苑
を
麗
し
く
し

軒
蓑
鮪
蓮
濯
軒
護
通
達
を
飾
る

と
見
え
る
。
こ
の
段
落
は
、
宋
笠
が
悲
し
み
を
抑
え
つ
つ
、
一
自
の

職
務
を
終
え
て
帰
宅
す
る
べ
く
都
大
路
に
出
た
こ
と
を
述
べ
る
。

間
上
人
守
如
故
、
識
不
識
分
往
来
、
限
中
不
見
守
五
口
先
、
鯵
紫

糖
分
従
膏
纏
。
低
光
一
世
一
彩
今
、
侃
不
知
其
所
之
。

路
上
の
人
は
故
の
如
く
、
識
る
も
の
と
識
ら
ざ
る
も
の
と
往
来

す
る
に
、
銀
中
に
五
口
が
児
を
見
ず
、
紫
騒
を
穆
と
し
て
青
壌
に
従

ゅ

う
。
低
光
彩
り
を
霊
る
る
も
、
悦
と
し
て
其
の
之
く
所
を
知
ら

ず。「
紫
騒
」
は
、
赤
栗
毛
の
駿
馬
。
例
え
ば
楊
畑
の
楽
府
「
紫
騒
馬
」

(59 ) 



守
」
、

侠
客
章
…
周
遊
侠
客
用
遊
を
重
ん
じ

ひ

金
紋
控
紫
抑
制
金
鞭
紫
抑
制
を
控
く

と
あ
る

0
2内
務
」
は
、
黒
毛
の
馬
。
吋
楚
招
魂
の
「
乱
」
に
、

2
m騒
結
翻
分

J

薄
千
乗
。
」
(
青
磯
蜘
酬
を
結
ん
で
千
乗
を
斉
し
く
す
。
)

と
あ
る
。
吋
低
光
」
に
つ
い
て
吋
校
拾
い
い
は
、
王
嘉
吋
拾
遺
記
い
巻

六
な
ど
を
山
地
〈
拠
と
し
て
「
荷
花
」
を
指
す
と
一
一
一
一
向
い
、
ま
た
、
競
跳

「
雑
詠
一
一
一
首
燭
」
の
、

う
ち

暖
色
軽
維
裏
暖
色
較
維
の
一
義

低
光
昭
…
蟹
琴
低
光
宝
琴
を
照
ら
す

の
句
を
引
い
て
、
「
燭
光
」
を
拐
す
用
例
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、

さ
ら
に
、
「
此
処
亦
可
能
指
夕
陽
。
」
と
一
一
一
一
?
っ
。
し
か
し
こ
の
句
は
、

「
光
を
低
れ
彩
り
を
張
る
」
と
読
ん
で
、
腕
(
潟
の
豪
華
な
装
飾
の
さ

ま
を
一
一
一
日
う
と
も
と
れ
る
。
輿
馬
が
紫
麗
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
悲
哀
は

際
立
つ
の
で
あ
る
。
「
侃
」
は
、
記
然
自
失
す
る
さ
ま
。
例
え
ば
江

流
山
川
紙
」
に
、
「
結
人
秋
山
間
以
、
悦
若
有
亡
。
」
(
賠
人
は
愁
え
臥
し
、

う
し
な

仰
と
し
て
亡
う
有
る
が
若
し
。
)
と
克
え
る
。
こ
こ
か
ら
は
明
ら
か

に
、
朝
廷
か
ら
退
出
し
た
後
の
父
宋
笠
の
立
場
に
立
っ
た
、
失
意
の

描
写
が
続
く
。

意
新
子
守
候
門
、
忽
怒
嬢
ハ
T
J
城
南
、
心
欝

乱
分
前
一
一
昏
。

ひ

ら

ま

お

も

朱
一
戸
を
額
き
て
華
軒
を
望
め
ば
、
斯
の
子
の
門
に
候
っ
か
と
意

う
ず

い
、
忽
ち
城
南
に
産
め
ん
こ
と
を
患
い
て
、
心
は
数
回
乱
し
て
重
昏

す。「
朱
一
戸
」
は
、
天
子
が
下
賜
す
る
朱
門
の
あ
る
邸
宅
。
播
蕗
「
冊

貌
公
九
錫
文
」
に
、
「
錫
君
朱
戸
以
居
。
」
(
君
に
朱
戸
を
鋭
い
以
て
居

ら
し
む
。
)
と
一
一
一
一
向
う
。
「
華
軒
」
は
、
邸
宅
の
欄
干
。
例
え
ば
潜
岳

「
為
翼
諮
作
婚
経
機
」
〈
其
の
八
〉
に
、

優
務
省
関
省
留
に
優
惑
し

さ
し
は
さ

頭
筆
華
軒
筆
を
欝
軒
に
現
む

と
あ
る
。
子
が
父
を
待
つ
と
い
う
表
現
は
、
陶
淵
明
「
帰
去
来
分

辞
」
に
、
「
倖
一
僕
歎
迎
、
稚
子
候
門
」
(
憧
僕
は
歓
び
迎
え
、
稚
子
は

門
に
繰
っ
)
と
一
一
一
一
向
う
の
を
踏
ま
え
る
。
「
城
南
」
は
、
埋
葬
の
地
。

詳
細
な
場
所
は
墓
誌
に
見
え
て
い
た
。
「
誉
乱
」
は
、
心
が
乱
れ
る

こ
と
。
吋
楚
辞
い
九
弁
に
、

様
概
絶
仏
勺
不
得
様
慨
し
て
絶
え
ん
と
し
て
得
ず

中
警
裁
す
迷
惑
中
は
瞥
乱
し
て
迷
惑
す

と

あ

る

。

は

、

ぬ

て

乱

れ

る

こ

と

。

こ

れ

も
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将
に
道
を
葦
し
て
予
せ
ざ
ら
ん
と
す

に
将
に
章
一
啓
し
て
身
を
終
え
ん
と
す

と
あ
る
。
こ
の
段
務
は
、
我
が
子
の
死
が
未
だ
信
じ
ら
れ
ず
、
埋
葬

余



の
期
日
を
目
前
に
し
て
心
が
い
っ
そ
う
乱
れ
る
こ

仰
一
誹
天
之
不
仁
句
、
家
惟
一
身
、
身
止
…
一
何
胤
柄
之
不

繁
、
就
問
中
砂
市
又
死
。
勝
清
白
分
法
誰
、
関
誌
織
分

J

己
失
。
哀
従

中仏門
J

不
可
勝
、
笠
椴
料
総
年
令
復
幾
。

仰
い
で
天
の
不
仁
な
る
を
訴
え
ん
と
す
、
家
に
は
惟
だ
一
身
、

さ
か

身
に
は
止
、
だ
一
子
の
み
な
る
に
、
何
ぞ
胤
協
の
繁
ん
な
ら
ざ
る
、

七

つ

お

く

就
ち
単
砂
に
し
て
又
死
せ
り
。
清
白
を
将
て
誰
に
か
遺
ら
ん
、

ャ

フ

札

ソ

れ

h-

詩
・
礼
を
問
う
ζ

と
己
み
ぬ
。
哀
し
み
中
よ
り
し
て
勝
う
べ
か
ら

い
く
ば
く

ず
、
援
に
限
り
に
余
年
を
料
る
こ
と
復
た
幾
な
ら
ん
。

「
一
身
」
と
は
墓
誌
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
{
木
笠
が
衰
の
李
夫
人
に

先
立
た
れ
た
こ
と
を
言
う
。
「
単
砂
」
は
、
単
少
と
問
、
じ
く
少
な
い

こ
と
だ
が
、
こ
こ
は
宋
応
が
た
だ
一
人
の
男
子
で
あ
り
、
か
っ
若
年

で
あ
っ
た
こ
と
を
一
一
一
回
う
の
で
あ
ろ
う
。
「
清
白
」
は
、
清
廉
潔
白
な

心
。
吋
楚
辞
」
に
こ
例
が
見
え
て
お
り
、
離
騒
に
は
、

伏
清
白
以
死
産
分
清
自
に
伏
し
て
以
て
直
に
死
す
る
は

よ
Am
句
」
レ
ιM

問
問
前
閥
抗
之
所
厚
閤
に
前
撃
の
厚
く
す
る
所
な
り

と
あ
る
。
「
遺
誰
」
の
…
匂
は
、
「
古
詩
十
九
首
」
〈
其
の
ム
ハ
〉
の
、

ト
h

采
之
欲
選
議
之
を
采
り
て
設
に
か
遺
ら
ん
と
欲
す
る

ひ
と

所
思
在
遠
道
思
う
所
は
速
道
に
在
り

の
匂
を
踏
ま
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
「
間
詩
・
札
」
の
匂
は
、
安
部
部
巴

の
季
氏
篇
に
見
え
る
、
孔
子
が
そ
の
子
の
鰹
に
、
-
一
礼
」
を
学

ん
だ
か
と
問
い
か
け
た
故
事
を
踏
ま
え
る
。
た
だ
し
宗
門
川
注
い
が
、

ぺ
鱗
先
於
孔
子
部
卒
(
参
阿
見
ぷ
刑
罰
悶
・
先
進
い
)
、
情
況
正
与
宋
公
之
子

閥
、
故
日
吋
己
突
い
。
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
孔
鰹
が
父
よ
り
先
に

亡
く
な
っ
た
こ
と
を
も
念
頭
に
霞
い
た
表
現
で
あ
ろ
う
。
「
哀
従
中
」

と
類
似
す
る
表
現
は
、
審
操
「
短
歌
行
」
の
ほ
か
、
港
岳
「
悼
亡
詩

一
一
一
首
」
〈
笠
(
の
二
〉
に
も
、

と
ど

諮
絢
安
能
己
胸
を
援
す
こ
と
安
く
ん
ぞ
能
く
巴
め
ん

悲
懐
従
中
起
悲
懐
中
よ
り
起
こ
る

と
見
え
て
い
る
。
こ
の
段
落
は
、
自
身
が
晩
年
に
さ
し
か
か
っ
た
の

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
に
続
い
て
後
続
を
も
失
っ
た
悲
し
み
を
述
べ

寸
心
。
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日
締
結
八
日
勺
類
降
、
鳥
駒
厳
令
疾
飛
。
遜
窮
天
守
不
返
、
疑
有
日

吟
J

来
蹄
。
静
一
一
一
一
向
思
4
7
氷
絶
、
復
驚
叫
今
治
衣
。

ひ
か
り

日
は
賠
惑
と
し
て
嘩
を
額
と
し
、
鳥
は
翻
腐
と
し
て
疾
く
飛

ぶ
。
遜
か
に
天
を
窮
め
て
返
ら
ざ
る
に
、
日
有
り
て
来
り
帰
ら
ん

か
と
疑
う
。
静
か
に
一
一
一
誌
に
永
く
絶
え
た
る
を
患
い
、
復
た
驚
き
叫

び
て
衣
を
治
す
。

「
融
和
賠
」
は
、
暗
い
さ
ま
。
練
琳
「
遊
覧
二
首
」
〈
其
の
二
〉
に
、

議
霜
山
谷
嵐
麓
鳶
た
り
山
谷
の
風

結
諮
天
路
陰
地
知
簸
た
り
天
路
の
陰

と
あ
り
、
江
一
掩
「
哀
千
里
賦
」
に
も
、



水
穀
類
分

J

蓮
葉
動
水
穀
類
と
し
て
蓮
葉
動
き

山
蒼
蒼
分

J

樹
色
紅
山
蒼
蒼
と
し
て
樹
色
紅
な
り

と
あ
る
。
「
窮
天
」
は
、
天
の
果
て
に
至
る
こ
と
。
飽
照
「
凌
煙
楼

銘
」
の
序
に
、
「
話
一
一
樹
窮
天
、
遁
涼
護
日
。
」
(
重
樹
天
を
窮
め
、
通

原
日
を
尽
く
す
。
)
と
あ
る
。
「
静
一
一
一
一
同
思
」
は
、
コ
一
一
川
経
い
郡
風
・
柏

舟
、
及
び
衛
風
・
頃
に
向
犠
の
表
現
が
あ
り
、
話
者
は
、

静
一
一
一
一
口
忠
之
静
か
に
一
一
言
に
之
を
患
い

さ

む

ね

う

嬉
掠
有
擦
嬉
め
て
梼
つ
こ
と
諜
た
る
有
り

と
一
一
一
一
向
う
。
こ
の
段
落
は
、
夕
暮
れ
に
は
鳥
た
ち
で
さ
え
ね
ぐ
ら
に
帰

る
の
だ
か
ら
、
息
子
も
帰
っ
て
来
る
の
で
は
な
い
か
と
患
う
も
の

の
、
ふ
を
現
実
に
も
ど
っ
て
悲
嘆
に
暮
れ
る
こ
と
を
一
一
一
一
口
う
。

客
有
弔
之
者
日
、
観
未
始
分
有
物
、
問
委
鋭
今
拐
悲
。
良
延
陵

分
未
麦
、
況
西
河
分

J

不
知
。
翠
無
生
今
庶
可
、
幸
能
瀧
子
吾
郎
。

客
に
之
を
弔
う
者
一
有
り
て
臼
く
、
未
だ
始
め
よ
り
物
有
ら
ず
と

み

ひ

と

な

ん

観
、
委
蛾
に
問
し
と
し
て
拐
ぞ
悲
し
ま
ん
。
思
つ
延
援
す
ら
未
だ

吏
ら
ず
、
況
ん
や
語
、
河
す
ら
知
ら
ざ
る
を
や
。
無
生
を
学
べ
ば
可

な
る
に
庶
か
ら
ん
、
幸
わ
く
は
能
く
習
が
師
に
聴
か
ん
こ
と
を

。
〉」「

裁
長
ム
史
コ
一
司
4
3
一
〉
♂
立
、

何
年
箆
斗
寸

ruprケ
ギ
ル
イ
l

」

G
Iノl
I
Y

踏
ま
え
る
。

庚
桑
楚
篇
の
次
の

節
を

合
之
入
、
其
知
有
一
所
主
突
。

有
以
般
的
米
始
有
物
者
。

歪
尖
議
怠
〈
、
弗
可
以
加
牟
〈
。
其
次
以
震
有
物
突
、
持
以
生
魚
喪

也
、
以
死
矯
反
也
、
是
以
分
己
。

い
ず

古
の
入
、
其
の
知
至
る
所
有
り
。
悪
く
に
か
至
る
。
以
て
未

だ
始
め
よ
り
物
有
ら
ず
と
為
す
者
有
り
。
至
れ
り
尽
く
せ
り
、
以

て
加
う
べ
か
ら
ず
。
其
の
次
は
以
て
物
有
り
と
為
す
、
将
に
生
を

以
て
喪
う
と
為
し
、
死
を
以
て
反
る
と
為
さ
ん
と
す
、
国
疋
を
以
て

分
か
る
る
の
み
。

類
似
の
文
章
は
斉
物
論
篇
と
制
約
揚
篇
に
も
見
え
て
お
り
、
い
ず
れ

も
生
と
死
は
同
一
の
も
の
で
あ
り
、
す
べ
て
は
無
に
通
じ
て
い
る
こ

と
を
一
一
一
一
向
う
。
「
委
鋭
」
は
、
蛇
や
昆
虫
な
ど
が
脱
皮
し
た
脱
け
殻
。

こ
れ
も
コ
壮
一
千
い
知
北
遊
篇
に
、
次
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
。

舜
日
、
一
昔
身
非
五
日
有
也
、
執
有
之
哉
。
田
、
是
天
地
之
委
形

也
。
生
非
汝
有
、
是
天
地
之
委
和
也
。
性
命
非
汝
有
、
是
天
地
之

委
願
也
。
孫
子
非
汝
有
、
是
天
地
之
委
鋭
也
。

た
れ

舜
臼
く
、
警
が
身
一
札
口
が
有
に
非
ざ
れ
ば
、
執
か
之
を
有
す
る

や
と
。
日
く
、
建
れ
天
地
の
委
形
な
り

D

生
は
汝
の
有
に
非
、
ず
、

走
れ
天
地
の
委
和
な
り
。
性
命
は
汝
の
有
に
非
ず
、
同
定
れ
天
地
の

委
願
な
り
。
孫
子
は
汝
の
有
に
非
ず
、
是
れ
天
地
の
委
鋭
な
り

レ
し
。
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孫
や
子
は
天
地
の
脱
け
殻
で
あ
り
、
こ
れ
を
自
己
の
所
有
に
は
で

き
な
い
と
一
一
言
う
の
で
あ
る
。
「
延
陵
」
の
勾
は
、
檀
弓
下
に



見
え
る
山
氏
の
季
札
の
故
事
を
踏
ま
え
る
。
季
札
が
斉
か
ら
の
帰
途
、

そ
の
長
子
を
失
い
、
議
・
博
の
間
(
山
東
省
泰
山
県
付
近
)
に
葬
っ

た
。
鱒
索
な
纂
を
作
り
、
泣
き
な
が
ら
潟
関
を
一
一
一
回
附
す
る
と
、
「
骨

肉
締
復
子
土
命
也
。
若
魂
気
則
無
不
之
也
、
無
不
之
也
。
」
(
骨
肉
の

hw 

土
に
帰
復
す
る
は
命
な
り
。
魂
気
の
務
き
は
鰐
ち
之
か
ざ
る
然
き
な
り
、

之
か
ざ
る
無
き
な
り
と
。
〉
と
一
一
一
回
っ
て
立
ち
去
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
は

吋
校
注
い
が
、
「
此
処
反
用
其
意
、
調
延
陵
季
子
処
理
其
子
之
喪
、
未

能
逮
到
最
高
境
界
よ
と
一
一
一
一
向
う
よ
う
に
、
一
李
札
で
す
ら
我
が
子
の
死

に
動
揺
し
、
吋
荘
子
い
に
一
一
一
一
向
う
最
高
の
境
地
に
は
至
っ
て
い
な
い
こ

と
を
一
一
一
回
う
。
「
西
河
」
の
匂
は
、
同
じ
く
吋
礼
記
い
檀
弓
上
に
見
え

る
故
事
を
踏
ま
え
る
。
子
夏
が
そ
の
子
を
亡
く
し
た
と
き
、
悲
嘆
の

余
り
失
明
し
た
。
弔
問
に
訪
れ
た
曾
子
は
子
夏
が
過
度
に
私
情
に
お

ぼ
れ
た
こ
と
を
怒
り
、
次
の
よ
う
に
た
し
な
め
た
と
い
う
。

吾
郎
(
女
事
夫
子
於
株
澗
之
関
、
退
部
老
於
西
河
之
上
、
使
古
河

之
民
疑
女
於
夫
子
。
務
罪
一
也
。
:
:
:
喪
爾
子
、
喪
爾
明
。
爾
界

一一一也。
な

ん

、

じ

っ

か

は

と

り

吾
女
と
夫
子
に
沫
沼
の
間
に
事
う
、
迭
さ
て
西
河
の
上
に
老

い
、
西
河
の
間
以
を
し
て
女
を
夫
子
か
と
疑
わ
し
む
。
議
の
罪
の
一

な
り
。
:
:
:
欝
の
子
を
喪
い
て
、
爾
の
明
を
喪
う
。
爾
の
罪
の
三

な
り
。

つ
浩
一
向
」
は
貌
の
地
。
龍
向
け
か
ら
翠
陰
に
至
る
黄
河
中
流
の
西
部

一
帯
。
孔
子
没
後
、
こ
こ
に
住
ん
で
学
問
を
教
授
し
て
い

た
。
「
無
生
」
は
、
仏
教
で
い
う
生
も
死
も
な
い
絶
対
の
境
地
。
こ

の
誌
は
玉
維
自
身
の
五
律
「
登
弁
覚
寺
」
の
尾
聯
に
、

空
農
法
雲
外
向
一
エ
居
す
法
雲
の
外

観
世
得
無
生
世
を
観
じ
て
無
生
を
得
た
り

と
あ
り
、
後
の
倒
的
だ
が
自
居
易
「
贈
王
山
人
」
詩
の
末
聯
に
も
、

し

不
如
挙
無
生
無
生
を
学
ぶ
に
如
か
ず

無
生
部
無
滅
無
生
は
郎
ち
無
滅
な
り

と
あ
る
。
吋
校
注
い
は
「
五
口
前
」
の
典
拠
と
し
て
、
『
左
伝
」
襲
公
三

十
一
年
の
条
に
見
え
る
子
産
の
、
「
其
所
善
者
、
苦
別
行
之
、
其
所

怒
者
、
五
悶
制
約
改
之
、
日
疋
警
部
也
。
」
(
其
の
馨
し
と
す
る
所
の
者
は
、
吾

則
ち
之
を
行
い
、
其
の
悪
し
と
す
る
所
の
者
は
、
苦
別
ち
之
を
改
め

ん
、
是
れ
警
が
師
な
り
。
)
と
い
う
言
葉
を
引
い
て
い
る
。
こ
の
最
終

段
落
は
、
弔
問
客
の
一
一
一
一
同
葉
に
仮
託
し
て
、
「
荘
子
い
『
礼
記
」
な
ど
の

語
を
引
用
し
な
が
ら
、
過
度
の
悲
哀
に
沈
潜
す
る
こ
と
な
く
「
無

生
」
の
境
地
を
獲
得
す
る
よ
う
に
勧
告
す
る
。
あ
る
い
は
こ
の
部
分

は
、
王
維
の
理
想
と
す
る
死
生
観
を
述
べ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
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題

一
読
し
て
こ
の
表
辞
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
顕
著
な
特
徴
は
競
晋
六

朝
期
の
作
品
と
は
異
な
り
、
「
楚
辞
』
の
文
体
を
踏
襲
し
て
い
る
こ



と
で
あ
る
。
に
は
「
招
魂
」
「
大
招
」
な
ど
の
篇
が
あ
る
か

ら
、
哀
辞
を
綴
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
。
さ
ら
に
、
「
陪
上
人
」
以
下

の
部
分
が
父
親
に
成
り
代
わ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
点
に
も
注
意
す
る

必
要
が
あ
ろ
う
。
完
全
な
形
で
残
さ
れ
て
い
る
初
期
の
哀
辞
で
あ
る

曹
楠
(
一
九
二
!
こ
三
二
)
の
「
金
額
哀
辞
」
「
行
女
哀
辞
」
、
こ
れ

に
続
く
播
岳
(
ニ
四
七
i
一一一

O
O
)
の
「
金
鹿
哀
辞
」
、
さ
ら
に
は
梁

の
鱒
文
帯
粛
締
(
一
点
。
三

i
五
五
二
の
「
大
間
哀
辞
」
も
、
す
べ

て
子
を
夫
逝
さ
せ
た
父
親
の
悲
哀
を
綴
る
も
の
で
あ
っ
た
。
王
維
は

こ
の
伝
統
を
…
意
識
し
て
こ
の
哀
辞
を
制
作
し
た
と
言
え
よ
う
。
た
だ

し
、
宋
笠
の
立
場
に
立
っ
て
そ
の
悲
哀
を
記
述
し
て
い
る
と
は
い

え
、
特
に
最
終
段
落
は
、
五
維
が
宋
畏
に
悲
哀
か
ら
の
超
越
を
求
め

て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る

D

こ
の
点
が
委
嘱
に
よ
っ
て
撰
述
さ
れ
た

哀
辞
の
特
色
と
な
っ
て
い
る
。
で
は
な
ぜ
成
人
を
対
象
と
す
る
訴
で

は
な
く
、
哀
辞
が
制
作
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
宋
応
の
享

年
が
十
九
で
あ
っ
た
こ
と
と
関
わ
る
。
吋
儀
礼
い
喪
服
伝
は
、
成
年

に
達
す
る
こ
と
な
く
し
て
死
亡
し
た
者
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
区

分
を
設
け
て
い
る
。

年
十
九
一
金
十
六
矯
長
媛
、
十
五
翌
十
一
一
矯
中
場
、
十
一
室
八
蔵

矯
下
場
、
不
滅
八
威
以
下
、
皆
偶
然
服
之
湯
。

年
十
九
よ
り
十
六
~
る
を
長
湯
と
為
し
、
十
五
よ
り
十
一
一
に

一
全
る
を
中
湯
と
為
し
、
…
よ
り
八
歳
に
奈
る
を
下
溺
と
為
す
、

八
歳
に
満
た
ざ
る
以
下
は
、
皆
な
無
践
の
蕩
と
為
す
。

つ
ま
り
、
宋
応
も
二
十
歳
に
満
た
な
い
夫
逝
者
の
箆
鴎
に
含
ま
れ

る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
は
、
哀
辞
の
制
作
を
委
嘱
し
た
宋

豆
、
も
し
く
は
委
嘱
さ
れ
た
王
維
の
側
に
、
諜
と
は
異
な
っ
た
伝
統

的
な
哀
辞
の
性
格
に
つ
い
て
の
認
識
が
備
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
な

る
。
冒
頭
で
も
若
干
述
べ
て
お
い
た
よ
う
に
、
韓
愈
が
「
欧
揚
生
哀

辞
」
を
献
じ
た
欧
陽
一
態
は
、
貞
一
元
七
年
(
八

O
一
)
こ
ろ
、
ほ
ぼ
四

十
四
歳
で
没
し
て
い
る
し
、
向
じ
く
「
独
孤
申
叔
哀
辞
」
を
献
じ
た

独
孤
申
叔
は
、
貞
元
十
八
年
に
没
し
た
と
き
、
二
十
六
歳
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
椀
宗
一
苅
が
一
冗
和
四
・
五
年
(
八

O
九
・
一

O
)
に
奮
い

た
と
さ
れ
る
「
揚
氏
子
承
之
哀
辞
」
は
、
享
年
は
不
詳
な
が
ら
、
序

文
の
冒
頭
に
、
「
楊
氏
子
承
之
、
段
冠
、
有
成
人
之
選
。
」
(
楊
氏
の

子
一
本
之
吋
既
に
冠
し
、
成
人
の
道
有
り
。
)
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、

若
年
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
明
ら
か
に
成
人
を
対
象
と
し
て
い
る
。
一

方
で
王
維
の
「
宋
進
馬
哀
辞
」
は
、
成
人
に
達
し
て
い
な
い
死
者
を

対
象
と
し
て
い
る
と
は
い
え
、
宋
応
は
進
馬
と
い
う
管
職
に
就
き
、

か
っ
一
妻
帯
し
て
…
女
子
を
穣
け
る
と
い
う
、
現
実
的
に
は
成
人
と
し

て
の
条
件
を
備
え
て
い
た
こ
と
も
無
視
で
き
な
い
。
こ
の
「
宋
進
馬

表
辞
」
が
撰
述
さ
れ
た
事
実
が
、
韓
愈
・
椀
宗
一
兆
ら
が
成
人
を
対
象

と
し
た
哀
辞
を
制
作
す
る
に
際
し
て
、
先
例
と
意
識
さ
れ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
の
つ
ま
り
、
主
維
の
「
宋
進
馬
哀
辞
」
は
、
麿
代
に
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お
い
て
、
哀
辞
と
諒
と
の
依
分
が
失
わ
れ
て
ゆ
く
転
換
点
に
位
置
し

た
作
品
と
一
一
一
一
問
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

、主(
l
)
拙
論

mm
一
、
一
九
八
九
。
の
ち

日
im
問
中
世
の
蕊
傷
文
学
い
一
例
文
出
版
、
一
九
九
八
に
収
録
)
参
照
。

(2)
王
仁
波
主
編
訟
附
勝
五
代
慕
誌
誕
編
隊
問
巻
第
一
川
聞
い
(
天
津
古
籍

出
版
社
、
…
九
九
一
)
に
拓
片
の
写
真
版
が
収
録
さ
れ
て
い
て
、
誌
避
に

は
築
寄
で
「
大
溝
故
宋
応
穏
纂
誌
銘
」
と
あ
る
。

(
3
〉
た
だ
し
、
叶
金
協
同
文
補
選
第
一
一
一
輯
い
(
一
一
…
秦
出
版
社
、
一
九
九
六
)

に
よ
る
と
、
写
真
版
で
は
不
鮮
明
な
銘
文
を
、
以
下
の
よ
う
に
示
し
て
い

る
。
「
稜
首
之
原
、
芥
斎
葱
翠
、
子
暖
“
主
樹
守
埋
此
地
。
」
(
龍
替
の
原
、

あ

あ

葬
蒼
と
し
て
恕
翠
た
り
、
子
嵯
玉
樹
此
の
地
に
堤
む
。
)

(4)
こ
の
巴
織
は
、
桂
揚
の
北
部
の
五
嶺
に
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
位
寵
は

は
っ
き
り
し
な
い
。

(
5
)
「
宋
進
馬
表
蹄
」
の
序
に
は
、
マ
ナ
一
部
巴
。
」
と
あ
る
か
ら
、
宋
笠
に

は
宋
応
の
ほ
か
に
、
女
子
二
人
が
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

(
6
)
そ
の
ほ
か
誕
刷
会
袈
い
巻
七
四
、
選
部
上
、
掌
選
諮
問
惑
の
条
に
は
、

天
安
二
年
(
七
四
二
)
正
月
の
こ
と
と
し
て
、
「
:
:
:
観
察
御
史
宋

J

笠、

左
捨
選
孟
関
朝
、
蚊
吃
官
。
」
(
:
:
:
観
察
御
史
宋
塁
、
在
拾
遺
孟
慰
朝
、

強
び
に
挺
寄
せ
ら
る
。
)
と
い
う
記
事
が
克
え
て
お
り
、
纂
誌
の
記
述
と

符
合
す
る
。

(

7

)

(

六
六
一
一
一
!
七
一
一
一
七
)
が
賎
関
(
中
警
)
舎
人
で
あ
っ
た
の
は
、

武
百
朝
の
長
安
年
間
(
七

O
一
i
七
O
四
一
)
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
最
終
の
宮

は
拘
帯
お
永
一
相
で
あ
っ
た
っ
し
か
も
吋
新
藤
昔
前
川
巻
一
四
二
の
本
伝
に

は
、
六
人
の
男
子
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
宋

進
馬
を
宋
滞
の
子
で
あ
る
と
し
た
前
述
の
説
明
は
誤
り
で
あ
っ
た
。

(8)
引
用
は
認
詑
は
い
に
よ
っ
た
が
、
以
下
、
宋
窃
刻
本
吋
玉
摩
一
詩
文
集
い

(
上
海
古
籍
出
版
社
影
印
、
一
九
九
回
。
以
下
、
吋
文
集
い
と
略
称
す
る
)

巻
二
所
収
の
も
の
と
の
異
同
を
注
記
し
て
お
く
。

(
9
)
吋
文
集
い
は
、
「
種
ん
を
「
捧
」
に
作
る
。

(
印
〉
刊
文
集
い
は
、
「
繁
い
を
「
繋
」
に
作
る
。

(
日
〉
吋
文
集
い
は
、
「
哀
」
を
「
愛
」
に
作
る
。

(
臼
)
吋
文
集
い
は
、
「
額
」
を
「
積
」
に
作
る
。

(
日
)
吋
文
集
い
は
、
「
驚
」
を
「
競
」
に
作
る
。

(
M
H

〉
吋
校
注
い
は
、
吋
仁
王
経
い
巻
中
の
、
「
一
切
法
性
異
質
空
、
不
来
不

去
、
無
生
無
滅
。
」
(
一
切
の
法
性
は
真
実
の
空
な
り
、
来
ら
ず
去
ら
ず
、

生
く
る
こ
と
な
く
滅
ぶ
こ
と
無
し
。
)
の
一
訪
問
な
ど
を
典
拠
と
し
て
挙
げ
て

ュる。

(
M
M
)

癒
代
に
お
い
て
も
一
九
成
以
下
を
成
人
と
毘
別
す
る
認
識
が
継
続
し

て
い
た
こ
と
は
、
一
九
歳
で
亡
く
な
っ
た
者
を
対
象
と
し
、
そ
れ
を
明
示

す
る
「
唐
故
清
河
張
氏
女
湯
墓
誌
銘
」
「
唐
故
長
湯
男
女
韓
勤
湾
墓
誌
」

が
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
拙
稿
「
矢
逝
者
の
墓
誌
銘
」
(
吋
中

国
中
世
の
哀
湯
文
学
三
前
収
)
参
照
。

(
持
)
注
(
1
)
参
照
。

(
幻
)
し
か
し
こ
の
こ
と
は
韓
愈
が
畠
身
の
愛
児
の
死
に
冷
淡
だ
っ
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
元
和
一
四
年
(
八
一
九
)
正
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丹
、
潮
州
制
史
に
左
遷
さ
れ
た
父
を
追
っ
た
、
当
時
一
二
歳
の
病
弱
で
あ

っ
た
四
女
の
袈
は
、
二
月
に
商
州
上
洛
県
(
陳
西
省
高
州
市
)
の
膚
蜂
駅

で
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。
袈
は
付
近
の
山
下
に
媛
葬
さ
れ
て
い
た
が
、
翌

年
、
国
子
祭
溜
と
し
て
呼
び
戻
さ
れ
る
途
中
、
こ
こ
を
通
っ
た
彼
は
、
七

律
「
去
歳
自
別
部
待
部
以
罪
庇
瀬
州
刺
史
、
乗
駅
赴
任
、
其
後
家
亦
議

遂
、
小
女
道
死
、
績
之
層
蜂
駅
努
山
下
、
蒙
窓
還
朝
過
茸
(
墓
、
留
題
駅

梁
」
を
市
中
一
聞
き
つ
は
り
て
い
る
。
裂
が
よ
う
や
く
祖
先
の
墳
墓
の
地
で
あ
る
一
向

陽
(
河
南
省
孟
県
)
へ
帰
葬
さ
れ
た
の
は
、
長
慶
三
年
(
八
二
一
一
一
)
一

O

月
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
特
に
韓
愈
は
、
裂
の
死
亡
時
の
構
況
を
改
め
て

振
り
返
り
、
父
親
と
し
て
の
自
己
の
賛
任
を
追
求
し
た
「
祭
女
袈
女
文
」

を
警
く
。
彼
は
こ
れ
に
加
え
て
墓
誌
銘
の
一
種
で
あ
る
「
女
撃
場
銘
」

(
安
藤
信
鹿
吋
漢
文
を
読
む
本
い
一
一
一
省
裳
留
一
諮
教
育
叢
書
一

O
、
一
九
八

九
参
照
)
を
も
書
い
て
い
る
。
こ
の
「
塘
銘
」
が
事
実
の
み
を
述
べ
、

淡
々
と
し
た
描
写
に
徹
し
て
い
る
の
は
、
前
述
し
た
詩
と
「
祭
女
翠
女

文
」
と
を
す
で
に
書
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
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